
減免期間の見直し内容

平成30年度まで 平成31年度以降

均等割

当分の間
国保制度加入後
２年間（※）平等割

所得割 当分の間
※すでに期間を経過している場合は、平成 31
年 4月から減免されなくなります。

別表１：平成31年度（令和元年度）国民健康保険税の税率等

　 医療分 後期高齢者
支援金分 介護納付金分

所得割 6.00%
(変更なし)

2.50%
(変更なし)

1.90%
(前年度比
　　△0.2%)

均等割 19,000円
(変更なし)

14,000円
(前年度比
  △1,500円)

13,000円
(前年度比
  △1,000円)

平等割 20,000円
(変更なし) － －

課税限度額
（税額の上限）

610,000円
(前年度比
  ＋30,000円)

190,000円
（変更なし）

160,000円
（変更なし）

別表２：国民健康保険税軽減対象
(前年中の所得が表の金額以下の世帯)
軽減割合 平成31年度から 平成30年度まで
７割 33万円 33万円

５割
33万円＋（28万円×被保
険者数および特定同一
世帯所属者の数）

33万円＋（27.5万円×被
保険者数および特定同
一世帯所属者の数）

２割
33万円＋（51万円×被保
険者数および特定同一
世帯所属者の数）

33万円＋（50万円×被保
険者数および特定同一
世帯所属者の数）

※特定同一世帯所属者とは
　国民健康保険に加入したまま75歳を迎えたことにより、後期高齢者医
療制度へ移行された方（世帯主に変更があった場合は特定同一世帯所属
者ではなくなります。）をいいます。

 ●申請から商品券購入までの流れ
①住民税が課税されていない方
８月 対象者に申請書が届く
９月 申請書を市へ提出する

審査を待つ
１０月 購入引換券が届く

商品券の購入
②３歳未満の子どもがいる世帯の世帯主
１０月 購入引換券が届く

商品券の購入

平
成
30
年
度
の
会
計
は
、決
算

を
調
製
中
で
す
。一
般
会
計
の
決
算

規
模
は
歳
出
ベ
ー
ス
で
１
５
２
億

円
程
度
、実
質
収
支
は
５
億
円
程
度

を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

歳
入
は
、基
幹
財
源
で
あ
る
市
税

が
前
年
度
を
や
や
上
回
る
見
通
し

で
、予
算
は
確
保
で
き
る
見
込
み
で
す
。

歳
出
は
、前
年
度
と
比
較
し
、民

間
保
育
施
設
へ
の
給
付
費
の
増
加

や
子
育
て
支
援
館
の
整
備
な
ど
に

伴
い
、民
生
費
の
増
加
が
見
込
ま
れ

る
ほ
か
、消
防
費
に
つ
い
て
も
、津

波
避
難
施
設
の
整
備
に
よ
り
増
加

す
る
見
通
し
で
す
。

本
年
度
も
引
き
続
き
厳
し
い
財

政
状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら
、市
税
等

の
歳
入
の
確
保
、事
業
執
行
時
の
経

費
の
一
層
の
節
減
に
努
め
ま
す
。

６
次
総
合
計
画
」の
策
定
に
向
け
、

準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

今
回
は
、市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
に
加

え
、次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
意

見
も
参
考
に
す
る
た
め
、市
内
の
中

学
生・高
校
生
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

当
面
す
る
諸
案
件
を
報
告

大
網
白
里
市
議
会
第
２
回
定
例
会
　
市
長
事
務
報
告

財

政

総
合
計
画

防
災
対
策

子
育
て
支
援

保
健
事
業

公
共
交
通

白
里
海
岸
公
園

観
光
振
興

ご
み
ゼ
ロ
運
動

プ
レ
ミ
ア
ム
付
き

商
品
券
事
業

小
中
学
校
の

空
調
設
備
整
備

駅
周
辺
整
備

　
６
月
７
日
か
ら
28
日
ま
で
、
市
議
会
第
２
回
定
例
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

開
会
日
に
市
長
か
ら
事
務
報
告
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
概
要
を
掲
載
し
ま
す
。

な
お
、
可
決
議
案
等
の
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

総
合
計
画
の
計
画
期
間
が
残
す

と
こ
ろ
２
年
を
切
っ
た
こ
と
か
ら
、

令
和
３
年
度
を
初
年
度
と
す
る「
第

災
害
対
応
能
力
の
向
上
を
目
的

に
実
施
し
て
い
る
防
災
訓
練
の
一

環
と
し
て
、５
月
13
日
に
職
員
を

対
象
と
し
た
災
害
初
動
対
応
訓
練

を
実
施
し
ま
し
た
。本
年
度
は
、７

月
14
日
に
瑞
穂
地
区
、大
竹
、南

玉
、池
田
区
の
一
部
を
対
象
と
し
た

土
砂
災
害
避
難
訓
練
、９
月
15
日

に
増
穂
小
学
校
を
会
場
に
総
合
防

災
訓
練
、３
月
中
旬
に
白
里
地
区
・

福
岡
地
区
の
一
部
を
対
象
と
し
た

津
波
避
難
訓
練
を
実
施
す
る
予
定

で
す
。災害

発
生
時
な
ど
に
お
け
る
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
環
境
を
提
供

す
る
た
め
、避
難
場
所
と
な
る
大
網

白
里
ア
リ
ー
ナ
等
市
内
の
４
つ
の

施
設
に
計
５
台
の
Wi-

Fi
機
能
付
き

自
動
販
売
機
を
設
置
し
ま
し
た
。

み
ど
り
が
丘
市
有
地
に
建
設
中

の「（
仮
称
）子
育
て
交
流
セ
ン
タ

ー
」は
、順
調
に
工
事
が
進
捗
し
て

い
ま
す
。来
年
４
月
以
降
の
施
設
の

管
理
運
営
は
、民
間
事
業
者
の
ノ
ウ

ハ
ウ
の
活
用
や
柔
軟
な
発
想
に
よ

る
運
営
が
期
待
で
き
る
指
定
管
理

者
制
度
の
導
入
を
考
え
て
い
ま
す
。

今
後
、プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
よ

り
指
定
管
理
候
補
者
を
選
定
し
た

上
で
、次
回
の
定
例
会
で
関
連
議
案

を
提
出
で
き
る
よ
う
準
備
を
進
め

ま
す
。風

し
ん
患
者
の
増
加
に
対
応
す

る
た
め
、国
の
方
針
に
基
づ
き
、過

去
に
公
的
な
接
種
を
受
け
る
機
会

が
な
か
っ
た
男
性
を
対
象
に
、抗
体

検
査・予
防
接
種
を
受
け
ら
れ
る
無

料
ク
ー
ポ
ン
券
を
発
行
し
ま
す
。

出
産
を
さ
れ
る
方
々
の
中
に
は
、

出
産
に
当
た
り
様
々
な
悩
み
や
不

安
を
抱
え
て
い
る
方
が
少
な
く
な

い
の
が
現
状
で
す
。こ
の
た
め
、本

年
度
内
を
目
途
に
、妊
娠
期
か
ら
子

育
て
期
に
わ
た
る
総
合
相
談
や
支

援
を
行
う「
子
育
て
世
代
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
」を
設
置
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。

大
網
白
里
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
が
開
通
し
ま
し
た
。こ
れ

に
よ
り
、ア
ク
セ
ス
が
一
段
と
向
上

し
、交
流
人
口
の
増
加
や
企
業
の
進

出
な
ど
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、大
網
駅
東
土
地
区
画
整
理

事
業
に
お
い
て
、市
の
仮
換
地
指
定

を
不
服
と
し
て
地
権
者
か
ら
出
さ

れ
て
い
た
審
査
請
求
は
、県
か
ら
請

求
棄
却
の
裁
決
が
下
さ
れ
ま
し
た

が
、そ
の
後
、当
該
地
権
者
か
ら
県

の
裁
決
を
不
服
と
す
る
再
審
査
請

求
が
国
土
交
通
省
に
提
出
さ
れ
ま

し
た
。今後

は
、県
と
連
携
し
、再
審
査

請
求
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、土
地

区
画
整
理
法
に
基
づ
く
除
却
工
事

等
の
実
施
は
、審
査
の
状
況
等
を
見

な
が
ら
、慎
重
に
検
討
し
ま
す
。

昨
年
、運
行
を
開
始
し
た「
は
ま

バ
ス
」は
、地
域
の
皆
様
に
そ
の
利

便
性
を
実
感
し
て
い
た
だ
く
た
め
、

３
月
、４
月
の
２
か
月
間
無
料
で
体

験
乗
車
で
き
る
乗
車
券
を
配
布
し

た
と
こ
ろ
、一
定
の
効
果
は
あ
り
ま

し
た
が
、依
然
と
し
て
利
用
者
が
少

な
い
状
況
で
す
。

引
き
続
き
、利
用
の
促
進
に
努
め

る
と
と
も
に
、利
用
状
況
を
踏
ま
え

な
が
ら
、運
行
計
画
等
の
見
直
し
に

つ
い
て
、地
域
公
共
交
通
活
性
化
協

議
会
に
お
い
て
検
討
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

市
内
の
90
以
上
の
都
市
公
園
・

児
童
遊
園
等
の
う
ち
19
の
公
園
が

白
里
地
域
の
県
立
九
十
九
里
自
然

公
園
区
域
内
に
あ
り
ま
す
。

白
里
地
域
の
人
口
の
減
少
等
に

伴
い
、同
区
域
内
の
公
園
の
利
用
頻

度
が
減
少
傾
向
に
あ
る
中
、将
来
に

向
け
た
維
持
管
理
コ
ス
ト
の
縮
減

を
図
る
た
め
、こ
れ
ら
の
公
園
の
あ

り
方
に
つ
い
て
、見
直
し
の
検
討
を

進
め
て
い
ま
す
。

本
格
的
な
夏
期
観
光
シ
ー
ズ
ン

を
迎
え
る
に
あ
た
り
、海
水
浴
場
の

開
設
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

「
海
開
き
式
」を
７
月
７
日
と
し
、

８
月
31
日
ま
で
の
56
日
間
の
日
程

で
海
水
浴
場
を
開
設
し
ま
す
。

恒
例
の「
な
つ
ま
つ
り
」は
、実

行
委
員
会
で
の
検
討
の
結
果
、本
年

度
か
ら
新
た
に「
お
お
あ
み
し
ら
さ

と
の
花
火
」と
題
し
た
花
火
大
会
を

７
月
27
日
に
開
催
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。当
日
は
、海
岸
な
ら
で

は
の
水
中
ス
タ
ー
マ
イ
ン
を
は
じ

め
、多
く
の
花
火
で
白
里
海
岸
の
夜

空
が
華
や
か
に
彩
ら
れ
ま
す
。

花
火
大
会
の
Ｐ
Ｒ
を
は
じ
め
、本

市
の
魅
力
を
積
極
的
に
発
信
し
て

ま
い
り
ま
す
。

10
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
消
費

税・地
方
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に

伴
い
、低
所
得
者
お
よ
び
子
育
て
世

帯
へ
の
影
響
の
緩
和
と
地
域
の
消

費
喚
起
を
目
的
に
、プ
レ
ミ
ア
ム
付

き
商
品
券
を
発
行
し
ま
す
。

こ
の
事
業
は
、２
万
５
千
円
分
の

商
品
券
を
２
万
円
で
購
入
で
き
る

も
の
で
、約
８
，３
０
０
人
が
対
象

に
な
る
と
見
込
ん
で
い
ま
す
。

年
度
内
の
設
置
完
了
に
向
け
作

業
を
進
め
て
い
る
小
中
学
校
の
空

調
設
備
は
、大
網
小
学
校
、瑞
穂
小

学
校
、増
穂
小
学
校
、白
里
小
学
校

の
工
事
請
負
契
約
を
締
結
し
ま
し

た
。こ
れ
ら
の
施
設
は
９
月
ま
で
に

設
置
が
完
了
す
る
予
定
で
す
。

ま
た
、残
る
小
中
学
校
６
校
に
つ

い
て
も
、６
月
中
に
設
計
業
務
が
完

了
す
る
見
込
み
で
あ
り
、設
計
が
終

了
次
第
、速
や
か
に
工
事
発
注
手
続

き
を
進
め
ま
す
。

ご
み
の
散
乱
防
止
と
環
境
保
全

意
識
の
向
上
を
図
る
た
め
、ご
み
ゼ

ロ
運
動
を
５
月
26
日
に
実
施
し
ま

し
た
。各
区
、自
治
会
な
ど
、１
０

９
団
体
、約
７
千
人
の
方
々
に
ご
参

加
い
た
だ
き
、約
７
ト
ン
の
ゴ
ミ
を

回
収
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

▲Wi-Fi付き自動販売機

▲はまバス

叙勲
◇春の叙勲
▶瑞宝双光章
〈鉄道業務功労〉
　鈴木　克美氏（大竹）
◇危険業務従事者叙勲
▶瑞宝双光章
〈警察功労〉
　松本　久俊氏（ながた野）
▶瑞宝単光章
〈海上保安功労〉
　横森　克已氏（みずほ台）
〈消防功労〉
　岡部　和美氏（みずほ台）

　内山明子氏は、平成27年に総務大臣から
行政相談委員を委嘱され、長年、行政に対
する苦情の解決に尽力したことが認められ、
５月23日にオークラ千葉ホテル（千葉市）で
開催された行政相談委員全体会議におい
て、関東管区行政評価局地域総括評価官
（在千葉行政監視行政相談センター）感謝
状を受賞しました。
　内山氏は今後も行政相談委員として、定
例行政相談などで相談を受け付けます。
◇定例行政相談
▶日時＝毎月第３㈭13時～16時
▶会場＝中央公民館相談室
問地域づくり課市民協働推進班
　☎０４７５（７０）０３４２

　児童手当の現況届は、毎
年6月1日の児童手当受給者
の状況を確認し、6月分以降
の児童手当を引き続き受ける
要件（児童の監督保護、生計
が同一かどうかなど）を満たし
ているかを審査するためのも
のです。この届の提出がない
と、6月分以降の手当が受け
られなくなります。また、提出し
ないまま2年間経過すると、時
効により児童手当の受給権
が消滅しますので、必ず提出
をお願いします。
問子育て支援課児童家庭班
　☎０４７５（７０）０３３１

　公立幼稚園では、子育て支援の一環として、未就園の親
子に園庭と園舎を開放します。
　お子さんが友達と関わったり、保護者の交流の場になっ
たりするよい機会です。
　また、この機会に公立幼稚園を知っていただければと思
いますので、お子さんと一緒にぜひ遊びにきてください。
　詳細は直接各園に問い合わせください。
▶実施日
・大網幼稚園＝７月２日㈫・９日㈫、９月10日㈫・17日㈫、

10月１日㈫・15日㈫ 
・瑞穂幼稚園＝７月10日㈬、９月11日㈬・18日㈬（園庭開放

日）・25日㈬、10月２日㈬（園庭開放日）・９
日㈬・23日㈬

・増穂幼稚園＝７月10日㈬、９月11日㈬・25日㈬、10月23日㈬
・白里幼稚園＝10月16日㈬・24日㈭
▶時間＝９時～１１時ごろまで
問大網幼稚園
　☎０４７５（７２）３００８
　瑞穂幼稚園
　☎０４７５（７２）０２９８
　増穂幼稚園
　☎０４７５（７２）０２９９　
　白里幼稚園
　☎０４７５（７７）２２０２

内山明子氏が関東管区行政評価
局地域総括評価官感謝状を受賞

10
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
消
費

税
率
の
引
き
上
げ
が
、所
得
の
低
い

方
や
３
歳
未
満
の
乳
幼
児
の
い
る

子
育
て
世
帯
の
家
計
に
与
え
る
影

響
を
緩
和
し
、地
域
に
お
け
る
消

費
喚
起
を
目
的
と
し
た「
プ
レ
ミ

ア
ム
付
き
商
品
券
」の
販
売
を
行

い
ま
す
。

▼
購
入
対
象
者

①
令
和
元
年
度
の
住
民
税（
均
等

割
）が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方

（
住
民
税
課
税
者
と
生
計
同
一
の

配
偶
者
・
扶
養
家
族
、生
活
保
護

被
保
護
者
等
を
除
く
）

②
令
和
元
年
９
月
30
日
時
点
で
、

３
歳
未
満
の
子
ど
も
が
い
る
世
帯

の
世
帯
主

▼
商
品
券
購
入・利
用
期
間（
予
定
）

・
購
入
期
間
＝
10
月
１
日
㈫
〜

令
和
２
年
２
月
14
日
㈮

・
利
用
期
間
＝
10
月
１
日
㈫
〜

令
和
２
年
２
月
16
日
㈰

※

購
入
場
所
等
の
詳
細
は
、広
報

８
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
購
入
限
度
額

①
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い

方
＝
１
人
に
つ
き
上
限
２
万
５
千
円

②
３
歳
未
満
の
子
ど
も
が
い
る
世

帯
の
世
帯
主
＝
子
ど
も
１
人
に
つ

き
、上
限
２
万
５
千
円

※

１
セ
ッ
ト
５
千
円（
購
入
額
４

千
円
）を
５
回
に
分
け
て
購
入

で
き
ま
す
。

▼
使
用
可
能
店
舗
＝
市
内
で
事
業

を
営
み
、店
舗
を
有
す
る
事
業
所

で
、商
品
券
取
扱
店
と
し
て
申
し

込
ん
だ
店
舗

※

決
定
次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◇
住
民
登
録
に
つ
い
て

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
や
家
族
か

ら
の
虐
待
等
を
理
由
に
避
難
し
て

い
る
方
や
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、

平
成
31
年
１
月
１
日
以
前
に
、現

在
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
に
住
民

票
を
移
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い

方
は
、申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

◇
住
民
税
の
申
告
が
済
ん
で
い
な

い
方本

事
業
は
、住
民
税
非
課
税
者

を
対
象
と
し
て
お
り
、未
申
告
の

方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。住
民

税
の
申
告
が
済
ん
で
い
な
い
方
は
、

11
月
29
日
㈮
ま
で
に
、
課
税
申

告
・
商
品
券
購
入
引
換
券
交
付
申

請
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

問
社
会
福
祉
課
社
会
福
祉
班

☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
０

◇
納
税
通
知
書
を
発
送

今
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
納

税
通
知
書
を
７
月
中
旬
に
発
送
し

ま
す
。第
１
期
の
納
期
限
は
７
月

31
日
㈬
で
す
。国
民
健
康
保
険
事

業
の
安
定
運
営
の
た
め
、納
期
内

納
付
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

な
お
、納
付
に
は
口
座
振
替
が

便
利
で
す
。

税
務
課
で
は
、キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
で
簡
単
に
口
座
振
替
の
申
し
込

み
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い

ま
す
の
で
、利
用
く
だ
さ
い
。

▼
取
扱
金
融
機
関
＝
千
葉
銀
行
、

千
葉
興
業
銀
行
、京
葉
銀
行
、ゆ

う
ち
ょ
銀
行
　
　
　
　
　
　

◇
平
成
31
年
度（
令
和
元
年
度
）

国
民
健
康
保
険
税
の
税
率

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正

等
に
伴
い
、国
民
健
康
保
険
税
の

税
率
等
を
別
表
１
・
２
の
と
お
り

改
定
し
ま
し
た
。

◇
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
対
象

を
拡
充

世
帯
の
前
年
中
の
所
得
が
別
表

２
の
金
額
以
下
の
場
合
、均
等
割

額
と
平
等
割
額
が
定
め
ら
れ
た
割

合
で
軽
減
さ
れ
ま
す
。今
年
度
か

ら
、２
割
お
よ
び
５
割
軽
減
に
つ

い
て
、軽
減
判
定
所
得
の
基
準
が

引
き
上
げ
ら
れ
、軽
減
対
象
と
な

る
範
囲
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

※

軽
減
は
世
帯
員
全
員（
所
得
の

な
い
方
を
含
む
）が
所
得
申
告

し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
所
得
未
申
告
の
方（
所
得
の
な

い
方
を
含
む
）が
世
帯
内
に
い
る

場
合
、軽
減
対
象
外
と
な
り
ま
す

の
で
、申
告
が
お
済
み
で
な
い
方

◇
特
別
徴
収
か
ら
普
通
徴
収
に
変

更
と
な
る
場
合

昨
年
度
に
お
い
て
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）に
よ
り

納
付
い
た
だ
い
て
い
た
方
で
も
、

今
年
度
か
ら
普
通
徴
収（
納
付
書

ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
）

に
変
更
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、必
ず
納
税
通
知
書

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

〈
特
別
徴
収
か
ら
普
通
徴
収
に
変

更
と
な
る
主
な
理
由
〉

・
世
帯
主
が
年
度
途
中
に
75
歳
に

な
る
場
合

･

世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
か
ら

脱
退
し
た
場
合

・
65
歳
未
満
の
世
帯
員
が
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
た
場
合

◇
非
自
発
的
離
職
者
の
軽
減

会
社
の
倒
産
や
雇
い
止
め
な
ど
、

非
自
発
的
な
理
由
に
よ
り
離
職
し

た
方
に
対
す
る
国
民
健
康
保
険
税

の
軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す
。

▼
対
象
者
＝
次
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
方

・
非
自
発
的
理
由
に
よ
り
離
職
し
、

離
職
の
時
点
で
65
歳
未
満
の
方

・
公
共
職
業
安
定
所
（
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
）が
発
行
す
る
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
を
お
持
ち
で
、次

の
①
ま
た
は
②
と
し
て
失
業
給
付

を
受
け
る
方

①
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

（
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離

職
理
由
コ
ー
ド
が
11
・
12
・
21
・

22
・
31
・
32
の
方
）　

②
雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離
職
者

（
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離

職
理
由
コ
ー
ド
が
23・33・34
の
方
）

※

高
年
齢
受
給
資
格
者
証
ま
た
は

特
例
受
給
資
格
者
証
を
お
持
ち

の
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

▼
軽
減
内
容
＝
対
象
者
の
給
与
所

得
を
１
０
０
分
の
30
と
み
な
し
て
税

額
を
算
定

※

対
象
者
の
給
与
所
得
以
外
の
所

得
や
、他
の
被
保
険
者
の
所
得

は
軽
減
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

▼
対
象
期
間
＝
離
職
日
の
翌
日
の

属
す
る
月
か
ら
翌
年
度
末
ま
で
の

期
間

※

社
会
保
険
等
へ
の
加
入
に
よ
り

国
民
健
康
保
険
の
資
格
を
喪
失

す
る
と
軽
減
は
終
了
と
な
り
ま

す
が
、再
就
職
し
て
も
引
き
続

き
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

で
あ
る
場
合
は
軽
減
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

▼
手
続
方
法
＝
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
、認
印
、身
分
証
を
持
参

の
上
、市
民
課
で
手
続
き

◇
減
免
制
度

次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
方
は
、

申
請
に
よ
り
保
険
税
の
減
額
や
免

除
な
ど
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

・
生
活
保
護
を
受
け
る
な
ど
、貧

困
に
よ
り
納
付
が
著
し
く
困
難
と

認
め
ら
れ
る
場
合

・
災
害
等
の
被
害
に
よ
り
生
活
す

る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
認
め
ら

れ
る
場
合

・
事
業
の
休
廃
止
や
失
業
等
に
よ

り
所
得
が
激
減
す
る
な
ど
、特
別

の
事
情
が
あ
る
場
合（
自
己
都
合

で
の
退
職
ま
た
は
事
業
の
休
止
等
を

さ
れ
た
方
や
、就
労
が
可
能
な
方

な
ど
は
除
く
）

詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
市
民
税
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
２
１

は
お
早
め
に
所
得
の
申
告
を
し
て

く
だ
さ
い
。ま
た
、所
得
申
告
は

毎
年
必
要
と
な
り
ま
す
。

◇
旧
被
扶
養
者
減
免
の
減
免
期
間

が
変
更

〈
旧
被
扶
養
者
減
免
と
は
〉

被
用
者
保
険
の
被
保
険
者
本
人

が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行

す
る
こ
と
に
よ
り
、新
た
に
国
民

健
康
保
険
に
加
入
す
る
65
歳
〜
74

歳
の
被
扶
養
者（
旧
被
扶
養
者
）

が
、国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
を

受
け
ら
れ
る
制
度
で
す
。

　
子
育
て
支
援
館
で
は
、４
月
か

ら
一
時
預
か
り
保
育
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　
利
用
に
は「
利
用
登
録
」お
よ

び「
利
用
申
請
」が
必
要
で
す
。　

　
詳
細
は
子
育
て
支
援
館
へ
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
利
用
で
き
る
方
＝
本
市
に
住
民

登
録
の
あ
る
満
１
歳
以
上
の
子
ど
も

▼
定
員
＝
１
日
10
人
以
内

▼
利
用
日
＝
㈪
〜
㈮
（
祝
日
、

年
末
年
始
は
除
く
）

※

お
預
か
り
す
る
事
由
に
よ
り
利

用
で
き
る
日
数
が
異
な
り
ま
す
。

▼
利
用
時
間
＝
８
時
30
分
〜
16
時

30
分（
半
日
単
位
）

▼
利
用
料
金

・
満
３
歳
未
満
の
子
ど
も

　
１
日
２
，５
０
０
円

　
半
日
１
，２
５
０
円

・
満
３
歳
以
上
の
子
ど
も

　
１
日
１
，４
０
０
円

　
半
日
７
０
０
円

問
子
育
て
支
援
館

　
☎
０
４
７
５（
７
３
）５
７
１
１

　
子
育
て
支
援
課
保
育
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
４
７

児童手当現況届の
提出はお済みですか

公立幼稚園を未就園児へ開放

　
（
仮
称
）子
育
て
交
流
セ
ン
タ

ー
の
運
営
管
理
に
つ
い
て
、子
育

て
支
援
、多
世
代
の
交
流
を
通
じ

た
児
童
の
健
全
育
成
の
よ
り
一
層

の
充
実
、施
設
の
機
能
的
な
利
用

を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、指
定
管

理
者
の
募
集
を
行
い
ま
す
。

▼
応
募
資
格
＝
児
童
福
祉
施
設
ま

た
は
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

（
学
童
保
育
）の
運
営
実
績
（
委

託
含
む
）を
有
す
る
法
人
ま
た
は

団
体

▼
募
集
要
領
配
布
期
間
＝
７
月
22

日
㈪
ま
で

※

㈯
・
㈰
・
祝
日
は
要
領
配
布
は
行

い
ま
せ
ん
。

※

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
申
請
書
受
付
期
間
＝
７
月
８
日

㈪
〜
22
日
㈪

▼
指
定
方
法
＝
７
月
下
旬
に
選
定

委
員
会
を
開
催
し
、指
定
管
理
者

候
補
者
を
決
定
。市
議
会
第
３
回

定
例
会（
令
和
元
年
９
月
）の
議

決
を
経
て
指
定
す
る
予
定
で
す
。

▼
指
定
期
間
＝
令
和
２
年
４
月
１

日
㈬
〜
令
和
７
年
３
月
31
日
㈪
ま
で

　
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

申
・
問
子
育
て
支
援
課
保
育
班

　
☎
０
４
７
５(

７
０)

０
３
４
７

プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品
券
の
販
売

国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
の

発
送
お
よ
び
税
率
の
改
定

一
時
預
か
り
保
育
の
ご
案
内

〜
子
育
て
支
援
館
〜

（
仮
称
）
子
育
て
交
流
セ
ン
タ
ー

の
指
定
管
理
者
募
集
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